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放射性物質分析・研究施設第1棟における
放射性同位元素に係る事故・トラブルの緊急時
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放射性物質分析・研究施設の概要 1
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JAEA大熊分析・研究センターでは、福島第一原子力発電所(1F)の廃止措置に向けた固
体廃棄物及び燃料デブリの性状把握等を通じた研究開発を行う放射性物質分析・研究施設
を整備している。同施設は以下の3施設で構成され、JAEAが運営する。
第1棟及び第2棟は、炉規法上では特定原子力施設（東電1F）の一部として、東電が申
請し認可を受け、RI法上はRIの使用者であるJAEAが申請し許可を受ける。

第2棟(設計中)

施設管理棟(運用中) 第1棟(建設中）

大熊分析・研究センター

施設管理棟：居室並びに分析のモックアップ等
を行うワークショップを有する施設

第１棟：ガレキ類、伐採木、焼却灰、汚染水処理
に伴い発生する二次廃棄物等の低中線
量試料の分析等を行う施設

第２棟：燃料デブリ等の分析等を行う施設
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第1棟における事故・トラブルの報告について 2
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図 「覚書」及び「取決め書」*に基づく通報連絡体制

「1F運用時、事故等発生時の
通報基準・公表方法」に応じて
対応1)

火災等

不法行為

傷病

東電主管Gr連絡責任者

東電復旧班長
原子力規制委員会
福島県知事
大熊町長

等 双葉町長 等
東電通報連絡

JAEA 東電
放射性同位元素等規制法
(施行規則第28条の３）に
基づく原子力規制委員会へ
の報告1)含む

被ばく

汚染

主な事象

1) RI法に基づく報告事故等の場合、
1F通報基準に基づき、原災法第25
条報告を東電が実施する。また、
JAEAもRI許可使用者として規制委
員会に直ちに報告する。

RI規制部門とのRI申請前事前面談にて、第1棟のRIの緊急時連絡を説
明した際に、第1棟でRI関連のトラブルがあった場合の通報連絡につい
て、事故対処室と相談しておいた方がよい旨、助言を頂いた。
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第1棟におけるRIに係る緊急時連絡
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【東電による報告】
➀原災法第25条報告

• 炉規法、RI法等に関わらず、「1F運用時、事故等発生時の通報基準・公表方法」に応じ
て発信。

➁RI法に係る緊急時連絡
• RI緊急時連絡に係るものは、その旨を直ちに報告（原規放発第1803076号の参考様

式に沿って）。但し、第1棟に関連して報告する事象は火災の場合であり、東電のRI施設
への延焼のおそれがあるとして、東電からRI緊急時連絡を行う。

【JAEAによる報告】
➀RI法に係る緊急時連絡

• RI緊急時連絡に係るものは、その旨を直ちに報告（原規放発第1803076号の参考様
式に沿って）。許可使用者のJAEAとして、RI緊急時連絡を行う。

RI緊急時連絡
(1)法令報告事象（RI法第31条の２、施行規則第28条の3）
その旨直ちに報告（状況通報書）、状況10日以内に報告

(2)火災（原規放発第1803076号事務連絡）
状況通報書による通報

原災法及びRI法の趣旨に基づき、事業者としては、それぞれ報告する必要が
あると考えており、東電及びJAEAから、各法律の目的に沿って報告する。
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参考 第1棟のRI使用に係る規制庁への報告事象
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報告事象 状況
原災法

25条報告
RI規制法

（状況通報書）

東電 JAEA
(1) 法令報告
➀盗取、所在不明 いかなる種類又は量においても 実施 実施

➁排気・排水中濃度 濃度限度又は線量限度を超えた場合 実施 実施

③管理区域外の漏えい いかなる量又は濃度においても 実施 実施

④管理区域内の漏えい
計画外の漏えいで次の場合を除く
・堰の外に拡大しない
・漏えい場所の排気設備が機能している
・漏えいの程度が軽微

実施 実施

⑤放射線施設の線量 遮蔽物の破損等で線量限度を超える又は
超えるおそれがある場合 実施 実施

⑥計画外被ばく
放射線業務従事者が５mSv、放射線業
務従事者以外が500μSvを超え、又は超え
るおそれがある場合

実施 実施

⑦放射線業務従事者の被
ばく

実効線量限度、等価線量限度を超え、又
は超えるおそれがある場合 実施 実施

(2) その他
➀火災 実施 実施 実施
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参考 第25条報告様式とRI法状況通報書参考様式
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